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○介護保険法 

 

（居宅介護サービス費の支給） 

第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者（以下「要介護被保険者」という。）

のうち居宅において介護を受けるもの（以下「居宅要介護被保険者」という。）が、都道

府県知事が指定する者（以下「指定居宅サービス事業者」という。）から当該指定に係る

居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス（以下「指定居宅サービス」

という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要

した費用（特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、

短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用について

は、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚

生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、居宅介護サービ

ス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指

定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、

この限りでない。 

２～12 省略 

 

（指定居宅サービス事業者の特例） 

第七十一条 病院等について、健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機

関又は保険薬局の指定があったとき（同法第六十九条の規定により同号の指定があったも

のとみなされたときを含む。）は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該

病院等により行われる居宅サービス（病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他

厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限

る。）に係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の

開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の時

前に第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により第四十一条第一

項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。 

２ 省略 
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○介護保険法施行規則 

 

（指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出） 

第百二十九条 法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載し

た申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府

県知事に提出して行うものとする。 

一 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及

び管理者の氏名及び住所 

二 当該申出に係る居宅サービスの種類 

三 前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨 

２ 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 

 

○健康保険法 

（療養の給付） 

第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 

一 診察 

二 薬剤又は治療材料の支給 

三 処置、手術その他の治療 

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

２ 省略 

３ 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる

病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生

労働省令で定める方法（以下「電子資格確認等」という。）により、被保険者であること

の確認を受け、同項の給付を受けるものとする。 

一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所（第六十五条の規定により病床の全

部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療

機関」という。）又は薬局（以下「保険薬局」という。） 

二・三 省略 

４～７ 省略 
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○滋賀県指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設の指定等に

関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）、介護保

険法施行令（平成10年政令第412号）および介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36

号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、介護保

険施設および指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（指定居宅サービス事業者等の特例に係る別段の申出） 

第５条 法第71条第１項ただし書および第72条第１項ただし書（法第115条の11においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による別段の申出は、指定を不要とする旨の

申出書（別記様式第２号）により行うものとする。 


